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招 集 日 時 令和７年５月２６日 開会場所 
ふじみ野市役所本庁舎５階 

Ａ大会議室 
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  上記会議の結果を記載し、その相違なきを証するためここに 

 署名します。 
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    議  長                  印 

 

    署名委員                  印 

 

    署名委員                  印 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ふじみ野市農業委員会会長は、令和７年５月２６日、午後

１時３０分、ふじみ野市役所第本庁舎５階Ａ大会議室に農業

委員会を招集した。 

日程第１ 

 

議  長 

 

 議長は午後１時３０分、委員の過半数が出席したので、開

会を宣言した。 

日程第２ 事 務 局  議事録署名委員に３番・４番委員を指名する。 

日程第３ 
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議  長 

日程第３、報告第１０号、農地法第３条の３第 1項の規定に

よる権利取得の届出に関する件、２件を報告します。 

本案件につきましては、関係する委員がいる報告となります

ので、会議規則第１０条の規定により、報告の終了まで、該当

委員は退席しますので、よろしくお願いします。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑はありますか。 

なし。 

報告案件ですので、報告第１０号について終了します。 

該当委員は復席してください。 

日程第４、報告第１１号、農地法第４条第 1項第７号の規定

による農地転用届に関する件、３件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑はありますか。 

なし。 

報告案件ですので、報告第１１号について終了します。 

日程第５、報告第１２号、農地法第５条第 1項第６号の規定

による農地転用届に関する件、２件を報告します。 

 事務局に報告書の朗読を求めます。 
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報告書朗読。 

質疑はありますか。 

なし。 

報告案件ですので、報告第１２号について終了します。 

日程第６、議案第１１号、農地法第５条第１項の規定による

許可申請に関する件、１件を議題とします。 

 案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

市街化調整区域内で所有権の移転若しくは賃借権の設定を

伴う転用をする場合は、許可申請をすることとなっておりま

す。申請内容について審議していただきまして、許可相当とな

れば県に進達し、その後県の審査が行われます。最終的に県で

許可ということになれば、来月の中旬ぐらいに許可書が発行さ

れ、農地転用が実行できるようになります。 

今回の申請者は、現在所沢市の賃貸アパート住んでおり、ご

夫妻で暮らしております。奥様は５月に出産を控えておりまし

て、生まれてくるお子様の成長を含めて将来の生活を考えても

う少し広いスペースが必要と考えており、一戸建て住宅の購入

を検討しているということでございます。市街化区域、市街化

調整区域を含め検討してまいりましたが、希望する条件に見合

う土地がなかなか見つかりませんでした。そのおり、偶然奥様

の祖母が申請地の所有者の方と知り合いであったことから、当

該申請地を紹介されたということであります。建設予定地は南

側駐車場を含む計画となっており、農地の区分は、概ね１０ha

未満の規模の一団の農地の区域内にある農地であり、第２種農

地と判断します。この第２種農地とは農地転用の際の許可基準

に関わる区分で、第１種農地、第２種農地、第３種農地と農地

の区分が分かれており、第１種農地が一番農地転用の基準が厳
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しい区分で、原則不許可となっております。第３種農地は原則

許可の区分となっておりまして、第２種農地は第１種、第３種

のいずれでもない農地となります。 

現地調査を行った委員から説明をお願いします。 

５月２１日に２番委員と事務局の３人で現地調査を行いま

した。現地につきましては、家庭菜園になっており、適正に管

理されております。転用目的が住宅建設との申請内容でござい

ますので、それによって近隣への農地に影響はないだろうと思

います。第２種農地と説明がありましたとおり、許可について

は要件さえ整えば、やむをえないということでよろしいのでは

ないでしょうか。 

地元委員から説明をお願いします。 

本日午前中に現地調査をしました。貸農園になっておりまし

て、適切に管理はされておりますので特に問題ないと考えま

す。 

質疑はありますか。 

筆全体の面積はどのくらいですか。 

筆全体の面積は６１４㎡になります。その内、１９２．１９

㎡を転用して住宅を建設することになります。 

駐車場は含めないのですか。 

駐車場は含めます。駐車場は南側で建設予定地には入ってお

ります。駐車場を含めると全体で４００㎡になりますが、駐車

場と転用する１９２，１９㎡を合わせて住宅を建設する予定で

す。 

地図だけを見ると、自宅が道路に面していないようですが、

駐車場も含めて道路に面しているということでしょうか。 
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議  長 

その通りです。南側の駐車場が道路に面しており、その一部

を住宅建設用の土地として購入して、北側の農地の一部を住宅

建設用に転用して建設する予定です。 

休憩します。 

休憩 午後１時５１分 

再開 午後１時５２分 

再開します。 

改めて説明します。申請地の南側に駐車場がございます。駐

車場の左側に出入口ができる形になり、駐車場の土地を内田氏

が所有しています。また、既に駐車場になっていますので非農

地でございます。駐車場の一部を利用して出入りができるよう

にする計画です。 

他に質疑がないようでしたら、この案件について承認しても

よろしいですか。 

異議なし。 

この案件につきまして、承認することに決定して、原案のと

おり県知事に進達します。 

議案第１１号について終了します。 

本日の報告並びに議案全てについて、慎重審議していただき

ましてありがとうございました。これをもちまして、令和７年  

第５回ふじみ野市農業委員会総会を閉会とさせていただきま

す。 

（終了 午後１時５５分） 

 


